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門司港レトロ浪漫ナイトタイムエコノミー創出業務 

公募型プロポーザル方式 事業説明書 

 

１ 業務の概要 

（１）業務名   門司港レトロ浪漫ナイトタイムエコノミー創出業務 

（２）業務内容  別紙「業務仕様書」のとおり 

（３）履行期間  契約締結日から令和９年１月２９日（金）まで 

（４）業務の予算 20,000 千円（消費税及び地方消費税を含む）を上限とする。 

（５）その他   本業務は、観光庁「オーバーツーリズムの未然防止・抑制をはじめとする観光地の

面的受入環境整備促進事業」の採択を前提とした事業である。そのため、当該補助

金の採択結果によっては、本業務を実施しない、あるいは事業内容や予算規模を変

更する場合がある。 

 

２ 参加資格 

  次のいずれにも該当するものであること。 

 （１）企画提案した事業の実施が可能であること。 

（２）地方自治法施行令第１６７条の４（昭和２２年政令第１６号）の規定に該当しない者である 

こと。 

（３）北九州市物品等供給契約の競争入札参加者の資格及び審査等に関する規則（平成７年北九 

    州市規則第１１号）第６条第１項の有資格業者名簿に記載されていること。 

（４）本市から指名停止を受けている期間中でないこと。 

 

３ 参加資格の喪失 

提案者が受託候補者の特定の日までに、次のいずれかに該当することになった場合は、当該 

  プロポーザルに係る参加資格を失うものとし、また、既に提出された提案は無効とする。 

（１）前条に規定する参加資格の要件を満たす者ではなくなった場合 

（２）不正な利益を図る目的で委員会の委員等と接触したとき 

（３）提案書に虚偽の記載をしたことが判明したとき 

（４）その他必要と認める事項 

 

４ 実施スケジュール ※説明会は実施しません。 

時 期 内 容 

７月１０日（金） 公募開始 

７月１４日（火）１２：００必着 質問書 提出期限 

７月１７日（金） 質問回答予定日 

７月２１日（火）１７：００必着 参加申込書 提出期限 
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７月２８日（火）１５：００必着 企画提案書・見積書 提出期限 

８月４日（火） 審査会の開催 

８月７日（金） 受託候補者決定・結果通知 

８月中旬 委託契約締結 

 

５ 質問受付・回答 

   本企画提案に関する質問がある場合は、「質問書（様式１）」に記入の上、「14 の送付先」に電子

メールで送付後、電話連絡を行うこと。 

 （１）受付期限  令和８年７月１４日（火）１２時まで 

 （２）回答予定日 令和８年７月１７日（金） 

          ※質問の回答は、参加申込書を提出した者全員に対して送付する。 

 

６ 参加申込 

   本企画提案へ参加するものは、参加意向確認のため、「企画提案参加申込書（様式２）」に記入の上、

「14の送付先」に電子メールで送付後、電話連絡を行うこと。 

 （１）提出期限  令和８年７月２１日（火）１７時まで 

（２）備考    期限内に参加申込書の提出のない者は企画提案への参加を認めない。 

なお、参加申出後に企画提案をとりやめる場合は「辞退届（様式３）」 

を提出すること。 

 

７ 企画提案書 

 （１）記載項目 

  【正本】 

   ①会社（法人）概要 

    ・名称・代表者名・所在地・担当部署・資本金・売上高・従業員数・資格・登録 

・事業概要・その他特記事項 

   ②業務における組織体制 

   ③担当者の主な経歴 

   ④過去５年間の業務実績 

   ⑤企画提案 

  【副本】※提案者名が分からないようにしてください。該当箇所は黒塗りでも「可」。 

   ①会社（法人）概要 

    ・担当部署・資本金・売上高・従業員数・資格・登録・事業概要・その他特記事項 

   ②業務における組織体制 

   ③過去５年間の業務実績 

   ④企画提案 
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 （２）様式 

    様式自由、Ａ４版縦、片面、左綴りを基本とするが、図面等でこれにより難しい場合は、Ａ４

版横でも可とする。 

    

 （３）見積書 

    企画立案費用・イベント実施費用・広報活動費用等を詳細に記載し、税抜きの金額を記入し、

提出すること。 

   ※税込みの金額が、本業務の予算額以内であること。 

 

８ 提案書・見積書の提出 

 （１）提出期限  令和８年７月２８日（火）１５時まで 

          ※期限を過ぎた場合の受付は不可。 

 （２）提出場所  下記の送付先 

 （３）提出方法  持参または郵送（郵送の場合は書留で、期限内必着） 

          ※提出の際は、事前に電話連絡すること。 

 （４）提出部数（提案書、見積書いずれも） 

     正本 １部 

     副本 ６部 

    

９ 審査会の開催 

（１）日程  令和８年８月４日（火） 

（２）会場  門司港レトロ観光物産館２階 多目的ホールＡ 

       （北九州市門司区東港町６番７２号） 

（３）内容  企画提案書に基づき、提案者が選定委員に対して説明をし、質疑に対する応答を 

行う。 

 （３）備考  企画提案書提出期限経過後の資料の追加・変更は一切認めない。 

 

１０ 選定方法 

（１）選定基準 

項目 視点 配点 

実施体制 

経営基盤 ・財政基盤が安定し、健全な経営状態となって

いるか。 
５点 

実績・遂行能力 ・過去の実績から本業務実施のノウハウ等があ

ると判断できるか。 
１０点 

実施体制 ・業務に必要な人員体制を整えているか。 ５点 

業務価格 ・提示額が限度額以内となっており、かつ見積

り項目は適当であるか。 
１０点 

提案内容 事業理解度・ 
・仕様書を理解した上で効果的かつ実現可能な

提案であるか。 
２０点 
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課題解決性 
・オーバーツーリズムの抑制に向けた具体的か

つ実現可能な提案となっているか。 

提案の的確性 ・必要な内容を網羅した事業計画を立案してい

るか。 

・事業の計画が具体的であり、効率的かつ効果

的に設定されているか。 

・提案と実施スケジュールの整合性が取れたも

のとなっているか。 

２０点 

提案の独創性 ・参加意欲と周遊促進を促す提案となっている

か。 

・環境面に配慮した持続可能な取り組みを意識

した提案となっているか。 

１０点 

回遊・経済波及効果 

・SNS 等での拡散性に加え、宿泊への動機付けや

栄町銀天街や西海岸への具体的な流入誘導策

が示されているか。 

１０点 

広報業務 ・集客のために効果的に PR できるような提案・

工夫が施されているか。 
１０点 

※提案競技参加者が４社以上の場合、審査会の審査に先立ち、提出された提案書について、以下によ

り事務局による一次審査会を行うことができる。なお、一次審査会は非公開とし、一次審査会の構

成員氏名等は公表しない。 

 ア 一次審査は提案書及び添付書類についての書面審査を行う。 

 イ 審査基準については、審査会に準じて行う。 

 ウ 応募のあった提案書について順位を付け、上位３件を審査会へ付議する。 

 エ 一次審査会の審査結果は、審査会での審査に影響を与えないものとする。 

 オ 一次審査会の審査結果は、すべての提案者に対し、電子メールなどで通知する。 

 

（２）選定方法 

    必要経費が予算の範囲内である企画提案書のうち、選定委員毎１００点満点による審査・評

価の合計が最も高い企画提案書を提出した事業者を受託候補者に選定する。 

ただし、当該企画提案書に対する各委員の評価点の合計が満点の半分に満たない場合は、

「受託候補者なし」とする場合がある。また、評価点の合計が最も高い企画提案が複数ある場

合は、委員の協議により受託候補者を選定する。 

 

（３）応募者なし又は応募者が１社の場合の取扱い 

期限までに企画提案書の提出がなかった場合には公募を中止し、業務内容を再検討する。企

画提案書を提出した者が１社であった場合にあっても、（２）の方法に従い審査を行う。 

 

１１ 審査結果の通知及び公表 

        審査結果は、受託候補者決定後に企画提案公募参加者へ文書により通知し、また、市のホー

ムページにて公表する。 
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１２ 委託契約 

（１）業務委託候補者に選定されたものは、委託契約締結に向け、市と事業内容の詳細について協議を

行う。その際、企画提案の一部を変更する場合がある。 

（２）協議が整った場合は、業務委託候補者からあらためて見積書を徴収し、見積書を精査の上、 

   随意契約による契約を締結する。 

（３）保証人は不要とする。 

（４）契約保証金は契約額の１００分の５以上の額とする。ただし、契約の相手方が北九州市契約規則

（昭和３９年北九州市規則第２５号）第２５条第７項第１号又は第３号に該当する場合は免除

する。 

（５）契約の辞退等の理由により、第１順位の受託候補者と契約ができない場合は、第２順位の事業者

を受託候補者として手続きを進め、契約を締結することがある。第２順位の事業者と契約できな

い場合についても、同様とする。 

（６）その他、本書に定めのない事項は地方自治法、同法施行令及び北九州市契約規則などの関係規定

の定めに従い処理するものとする。 

 

１３ その他 

（１）選定の成否に関わらず、企画提案に要する費用は全て提案者負担とする。なお、提出された書類

は返却しない。 

（２）企画提案書を提出した後は、業務仕様書等についての不明を理由として異議を申し立てることは

認めない。 

（３）企画提案書等の提出後に、企画提案の参加資格を有しないことが判明した場合、その提案は 

  無効とする。また、その他提案に際し違法な行為があったときも、同様に無効とする。 

（４）事業費（委託料）の支払いについては、業務完了報告書等に基づく履行確認後、受託者からの請

求により支出する。 

（５）天候不順等の不可抗力により、発注者の判断で当該イベントを延期または中止とすることがあ

る。その場合、発注者と受注者で協議の上、イベント開催に関連して発生した費用の必要な精算を

行うこととする。 

（６）本業務は国の補助金採択を前提としているため、不採択により予算が確保できない場合は、本公

募に基づく受託候補者の特定や契約締結を見送ることがある。この場合において、企画提案書の

作成及び提出等に要した費用は、理由の如何に関わらず全て提案者の負担とする。 

 

 １４ 送付先 

北九州市 都市ブランド創造局 観光にぎわい部 門司港レトロ課 

   〒801-0853 北九州市門司区東港町 6番 72 号 門司港レトロ観光物産館 2階 

ＴＥＬ：０９３-３２２-１１８８  ＦＡＸ：０９３-３２２-３０３３ 

Ｅ－Ｍａｉｌ：brand-mojikoretro@city.kitakyushu.lg.jp 

mailto:brand-mojikoretro@city.kitakyushu.lg.jp

